
２2.　4.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
保
険
料

を
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た

だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、
電
話
・

文
書
・
訪
問
に
よ
り
早
期
に
納
め

て
い
た
だ
く
よ
う
案
内
を
し
て
お

り
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、

強
制
徴
収
の
手
続
き
に
よ
り
督
促

を
行
い
、
期
限
ま
で
に
納
付
が
な

い
場
合
は
、
延
滞
金
が
課
せ
ら
れ

る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務
が
あ

る
方
（
被
保
険
者
本
人
、
連
帯
し

て
納
付
義
務
を
負
う
配
偶
者
お
よ

び
世
帯
主
）
の
財
産
を
差
し
押
さ

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
故
が
発
生
す
る
と
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は

納
付
期
限
ま
で
に 

納
め
ま
し
ょ
う 

　
４
月
か
ら
３
年
３
月
の
国
民

年
金
保
険
料
は
月
額
１
万
６
５

４
０
円
で
す
。
保
険
料
は
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る

納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を

利
用
し
た
納
付
や
、
便
利
で
お

得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除

等
の
申
請
に
つ
い
て

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が

免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料

免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制

度（
５０
歳
未
満
）」が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
免
除
・
猶
予
の
申
請

は
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月

前
の
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申

請
を
忘
れ
て
い
た
期
間
が
あ
る

方
は
年
金
事
務
所
ま
た
は
保
険

年
金
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５

ま
た
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
２
へ
。

　
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
が
４
月
１
日
（
水
）
か

ら
始
ま
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
納
税
者
が
、
所
有
す
る

土
地
・
家
屋
と
他
の
土
地
・
家
屋

の
価
格
を
比
較
し
、
所
有
す
る
固

定
資
産
の
評
価
が
適
正
で
あ
る
か

ど
う
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
【
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】①
所
在
地
番
②
地
目
③

地
積
④
価
格

　
【
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】①
所
在
地
番
②
家
屋
番

号
③
種
類
④
構
造
⑤
建
築
年
⑥
床

面
積
⑦
価
格

　
【
縦
覧
期
間
】土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
４
月
１
日
（
水
）
～

６
月
１
日
（
月
）
の
い
ず
れ
も
午

　
平
成
３１
年
度
（
令
和
元
年
度
）

の
市
税
な
ど
（
市
民
税
・
都
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動
車
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護

保
険
料
）
の
納
期
限
が
過
ぎ
ま
し

た
。
納
期
限
ま
で
に
市
税
な
ど
を

完
納
し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
財
産

が
差
し
押
さ
え
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
税
な
ど
の

市
税
な
ど
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
・
事
故
・
災
害
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、

で
き
る
だ
け

早
め
に
納
税

課
（
市
役
所

２
階
）
に
ご

相
談
く
だ
さ

い
。

申
請
事
業
募
集

　
（
Ｄ
）
単
一
町
会
・
自
治
会
が

他
の
地
域
団
体
（
町
会・自
治
会・

自
治
体
を
除
く
）
と
連
携
し
て
実

施
す
る
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め

の
取
り
組
み

　
【
募
集
期
間（
事
前
相
談
期
間
）】

４
月
１
日
（
水
）
～
５
月
１５
日

（
金
）、
６
月
１
日
（
月
）
～
８

月
１４
日
（
金
）、９
月
１
日
（
火
）

～
１０
月
２３
日
（
金
）

　
詳
細
は
都
生
活
文
化
局
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
同
局
地

域
活
動
推
進
課
☎
０
３
・
５
３
８

８
・
３
１
６
６
へ
。

　
都
は
、
地
域
活
動
の
担
い
手
で

あ
る
町
会
・
自
治
会
が
主
催
し
て

行
う
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
た

め
の
取
り
組
み
（
催
し
・
活
動
な

ど
）
を
支
援
す
る
た
め
、「
地
域

の
底
力
発
展
事
業
助
成
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　
【
対
象
団
体
】都
内
に
所
在
す
る

町
会
・
自
治
会

　
【
対
象
事
業
】次
の
通
り

　
（
Ａ
）
地
域
の
課
題
解
決
の
た

め
の
取
り
組
み

　
（
Ｂ
）（
Ａ
）
の
う
ち
、
都
が
取

り
組
む
特
定
施
策
の
推
進
に
つ
な

が
る
取
り
組
み
５
区
分
（
防
災
・

節
電
活
動
、
青
少
年
健
全
育
成
活

動
、
高
齢
者
の
見
守
り
活
動
、
防

犯
活
動
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
気
運
醸
成
活
動
）

　
（
Ｂ

−

Ｓ
）（
Ａ
）
の
う
ち
、
都

が
緊
急
に
取
り
組
む
べ
き
特
定
施

策
の
推
進
に
つ
な
が
る
取
り
組
み

（
多
文
化
共
生
社
会
づ
く
り
）

　
（
Ｃ
）
複
数
の
単
一
町
会
・
自

治
会
が
共
同
し
て
実
施
す
る
地
域

の
課
題
解
決
の
た
め
の
取
り
組
み

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学
校
で

掛
か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と

な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教

育
費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
２
年
度
に
、
こ
の
制
度
の
対
象

と
な
る
の
は
、
次
の
①
～
④
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。 

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
（
た
だ
し
、
認
定

基
準
を
上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合

や
転
出
の
場
合
を
除
く
）

　
②
市
民
税
・
都
民
税
、
固
定
資

産
税
、
国
民
年
金
な
ど
の
掛
け
金

な
ど
が
減
免
の
方

　
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世

帯
（
準
要
保
護
）
で
、「
生
計
を

一
に
す
る
全
員
」
の
元
年
分
の
総

収
入
が
認
定
基
準
以
下
の
方

　
認
定
基
準
な
ど
の
詳
細
は
、
４

月
上
旬
に
児
童
・
生
徒
を
通
じ
て

配
布
す
る
「
就
学
援
助
に
つ
い
て

の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
申
請
は
４
月
１３
日
（
月
）
～
１７

日
（
金
）
の
午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時
（
１５
日
〈
水
〉

は
午
後
７
時
ま
で
）、
市
役
所
６

階
６
０
２
会
議
室
で
受
け
付
け
ま

す
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

就
学
援
助
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

就
学
援
助
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
縦
覧
場
所
】課
税
課
（
市
役
所

２
階
）

　
【
縦
覧
対
象
者
】①
固
定
資
産
税

の
納
税
者
（
２
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
固
定
資
産
を
所
有
し
課
税

さ
れ
る
方
）
②
納
税
管
理
人
③
代

理
人
（
委
任
状
が
必
要
で
す
）

　
【
申
請
方
法
】同
課
で
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
す

る
際
に
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険

証
な
ど
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

◎
課
税
明
細
書
・
納
税
通
知
書
に

つ
い
て

　
２
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
課
税
明
細
書
・
納
税
通

知
書
を
５
月
上
旬
に
発
送
す
る
予

定
で
す
の
で
、
内
容
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
３
８
・
２
３
３
９
・
２
３
４

１
）、
同
課
家
屋
資
産
税
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
４

２
～
２
３
４
４
）
へ
。

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

　
元
年
１２
月
～
２
年
３
月
分
の
特

別
児
童
扶
養
手
当
を
４
月
１０
日

（
金
）
に
指
定
預
金
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。
金
融
機
関
に
よ
っ
て

は
入
金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
（
今
回
の
振
り
込
み
は
、
改
定

前
の
金
額
で
す
）。

手
当
額
が
改
定 

さ

れ

ま

し

た

　
２
年
４
月
分
か
ら
各
手
当
額
が

次
の
通
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
【
児
童
扶
養
手
当
（
月
額
）】 

　
◎
本
体
額
▼
全
部
支
給
＝
４
万

２
９
１
０
円
→
４
万
３
１
６
０
円

▼
一
部
支
給
＝
４
万
２
９
０
０
円

～
１
万
１
２
０
円
→
４
万
３
１
５

０
円
～
１
万
１
８
０
円

　
◎
第
２
子
加
算
額
▼
全
部
支
給

＝
１
万
１
４
０
円
→
１
万
１
９
０

円
▼
一
部
支
給
＝
１
万
１
３
０
円

～
５
０
７
０
円
→
１
万
１
８
０
円

～
５
１
０
０
円

　
◎
第
３
子
以
降
加
算
額
▼
全
部

支
給
＝
６
０
８
０
円
→
６
１
１
０

円
▼
一
部
支
給
＝
６
０
７
０
円
～

３
０
４
０
円
→
６
１
０
０
円
～
３

０
６
０
円

　
【
特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）】

特
児
１
級
＝
５
万
２
２
０
０
円
→

５
万
２
５
０
０
円
▼
特
児
２
級
＝

３
万
４
７
７
０
円
→
３
万
４
９
７

０
円

　
※
８
月
期
支
払
い
分
（
４
月
～

７
月
分
）
か
ら
改
定
後
の
手
当
額

に
な
り
ま
す
。

　
【
特
別
障
害
者
手
当
（
月
額
）】

２
万
７
２
０
０
円
→
２
万
７
３
５

０
円

　
【
障
害
児
福
祉
手
当
（
月
額
）】

１
万
４
７
９
０
円
→
１
万
４
８
８

０
円

　
※
５
月
期
支
払
い
分
（
２
月
～ 

４
月
分
）
は
、
２
月
・
３
月
分
が

改
定
前
、
４
月
分
が
改
定
後
の
金

額
に
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
が
児
童
青
少
年

課
助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７

３
６
、
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害

児
福
祉
手
当
が
障
害
福
祉
課
☎
４

７
０
・
７
７
４
７
へ
。

　
市
で
は
、
平
成
２６
年
１
月
に
施

行
さ
れ
た
産
業
競
争
力
強
化
法
に

基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
創
業
の

促
進
を
目
的
と
し
た
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」
を
関
係
団
体
と
連

携
し
て
策
定
し
、
国
の
認
定
を
受

け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
市
や
市

と
連
携
す
る
創
業
支
援
事
業
者
が

実
施
す
る
「
特
定
創
業
支
援
等
事

業
」に
よ
る
支
援
を
受
け
た
方（
個

別
相
談
、
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
に
参
加

し
た
方
）
に
対
し
て
、
市
が
交
付

す
る
証
明
書
に
よ
り
、
市
内
に
法

人
を
設
立
す
る
際
の
登
録
免
許
税

の
軽
減
措
置
や
市
の
融
資
制
度
に

お
け
る
優
遇
措
置
な
ど
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

　
創
業
を
お
考
え
の
方
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
産
業
政
策
課
労
政
商

工
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
３
へ
。

低
利
率
で
資
金
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

低
利
率
で
資
金
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

市
の
各
種
資
金
融
資
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

市
の
各
種
資
金
融
資
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
市
内
の
中
小
企
業
者

（
金
融
保
険
業
・
不
動
産
業
・
風

俗
営
業
を
除
く
）
に
低
利
率
で
融

資
を
あ
っ
せ
ん
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
利
用
す
る
方
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
に
、
利
子
や
信
用
保
証

料
の
一
部
を
市
が
助
成
し
て
い
ま

す
。

　
申
し
込
み
受
け
付
け
後
に
、
書

類
の
審
査
と
実
質
調
査
を
行
い
ま

す
。
融
資
ま
で
に
４
週
間
前
後
か

か
り
ま
す
の
で
、
利
用
の
際
は
お

早
め
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
※
こ
の
ほ
か
に
「
大
規
模
小
売

店
舗
へ
出
店
す
る
中
小
企
業
者
へ

の
融
資
制
度
」
も
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
産
業
政
策
課
労
政
商

工
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
３
へ
。

　
市
で
は
「
東
久
留
米
市
駅
周
辺

自
転
車
等
駐
車
場
整
備
計
画
」
に

基
づ
き
、
３
年
度
か
ら
の
「
都
市

計
画
自
転
車
駐
車
場
」
の
整
備
着

手
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
お
り
、

当
該
駐
車
場
が
複
層
階
の
立
体
駐

車
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
施

設
特
性
等
を
考
慮
し
た
料
金
体
系

な
ど
に
つ
い
て
、
２
年
度
に
「
東

久
留
米
市
自
転
車
等
放
置
防
止
対

策
審
議
会
」
の
開
催
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
。

　
審
議
会
の
開
催
に
当
た
り
ま
し

て
、
次
の
通
り
、
市
民
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

　
【
任
期
】２
年

　
【
対
象
】自
転
車
等
利
用
者

　
【
募
集
人
員
】２
人

　
申
し
込
み
は
４
月
１５
日
（
水
）

ま
で
に
（
必
着
）、
郵
便
番
号
・

住
所・氏
名
（
ふ
り
が
な
）・年
齢・

性
別
・
電
話
番
号
・
職
業
を
記
入

の
上
、「
施
設
特
性
等
を
考
慮
し

た
市
営
自
転
車
等
駐
車
場
の
料
金

体
系
等
に
つ
い
て
」
の
考
え
を
８

０
０
字
程
度
に
ま
と
め
た
も
の
を

添
え
て
、
〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、

市
役
所
管
理
課
管
理
調
整
担
当
宛

て
郵
送
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル（kan

ri@
city.higashikurume.lg.jp

）

で
送
信
を
。

　
※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
の

上
、
決
定
し
ま
す
。
な
お
、
応
募

書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
担
当
☎
４
７
０
・

７
７
６
４
へ
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で

口

座

振

替

の 

申
し
込
み
が
簡
単
に

　
銀
行
な
ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
を
使
っ
て
（
金
融
機
関
へ
の
届

け
出
印
、
通
帳
は
不
要
）、
市
役

所
の
窓
口
で
簡
単
に
市
税
な
ど
の

口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
で
き
る

Pay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）
口
座

振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
市
税
の
納
付
の
際
に
、

納
付
の
手
間
や
収
め
忘
れ
が
な
く
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
が
始
ま
り
ま
す

縦
覧
が
始
ま
り
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
な
ど
の
ご
案
内

扶
養
手
当
な
ど
の
ご
案
内

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

「
令
和
２
年
度　
地
域
の
底
力
発
展
事
業
助
成
」

「
令
和
２
年
度　
地
域
の
底
力
発
展
事
業
助
成
」

４
月
１３
日（
月
）～
１７
日（
金
）

創
業
支
援

創
業
支
援
をを
行
っ
て
い
ま
す

行
っ
て
い
ま
す

東
久
留
米
市
自
転
車
等
放
置
防
止

東
久
留
米
市
自
転
車
等
放
置
防
止

対
策
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

対
策
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す


